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超過滞在外国人の結核症例検討

山村 淳平 沢田 貴志

港町診療所

A STUDY ON TUBERCULOSIS CASES AMONG OVER-STAYING FOREIGNERS

Jumpei YAMAMURA and Takashi SAWADA

Minatomachi Medical Center

An analysis was made on eighty-four cases of tuberculosis (TB) among over-staying

 foreigners during the past 9 years at Minatomachi Medical Center. All of them did not 

enroll in any health insurance system because they were illegal immigrants. Most of them 

were in their twenties and thirties. The ratio of male to female was four to one. By eth

nic origin, the proportion was highest among Filipinos (30%), followed by Koreans 

(23%), Pakistanis (13%) and Indians (7%). Half of them had been in Japan for more 

than two years. Most patients sought care due to symptoms rather than as a result of 
the efforts of public health centers to screen foreigners.

The proportion of extrapulmonary TB among all types of TB was 35% overall. Com

pared with pulmonary TB cases, patient's as well as doctor's delay was more marked 

among extrapulmonary TB cases.

Forty cases were treated at Minatomachi Medical Center and forty-four cases were

 referred to another hospitals. The default rate including repatriation was as high as 41%, 

and the reasons for this high defaulting rate were as follows:(1) Language barrier, (2)

 Worry for loosing work during treatment, (3) Worry for high medical costs because of 

no coverage by a health insurance scheme, (4) Lack of information on medical systems and 

TB, (4) Worry for forced repatriation by the immigration office.

In addition, some cases were not followed up due to unkind behaviour of attending phy

sicians.

The following measures are needed to prevent the epidemic of tuberculosis among over-

staying foreigners and our societies.

a) To provide free medical check-ups
b) To provide easy access to medical facilities

c) To utilize the tuberculosis prevention law

d) To follow up patient thoroughly and strictly

e) To explain TB in their mother languages

〒221-0056神 奈川県横浜市神奈川区金港町7-6 7-6, Kinko cho, Kanagawa ku, Yokohama shi, 
Kanagawa 221-0056 Japan.
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f) To change the immigration law and its system

g) To make liaison with other organizations such as medical facilities and NGOs, includ-
 ing foreign ones, and exchange informations

h) To build good human relations with patients

Key words: Tuberculosis, Over- staying 

foreigner, Extrapulmonary tuberculosis, 

Defaulting

キーワーズ:結 核症,超 過滞在外国人,肺 外結核,

治療 中断

は じ め に

開発途上国 と先進諸国 との経 済格差 に よって引 き起 こ

される国際的な労働 者人口の移 動は,か つて人類 が経験

した ことの ない大 きな動 きで ある。 日本 に お い て も

1980年 代後半か ら,開 発途上国か らの労働 者の数が年々

増加 して きている。その多 くは,「 出入 国管理 及 び難民

認定法(入 管法)」 に違反する超過滞在 外 国人 であ り,

1998年1月 時点では約28万 人 と推定 され て二い る1)。 彼

(女)ら には居住や労働 な どの基 本 的 な権 利 は認 め られ

てお らず,そ の結果 さまざまな問題が生 じて きている。

その1つ に,医 療 を受ける権 利が保障 されていない こと

に基因する「超過滞在 外国人の医療 問題」があげ られる。

港町診療所では,健 康保険 に加入で きない超過滞在外

国人で も継続的 な医療 を受 けやす くす る ため に,1991

年11月 か ら健康互助会制度 を設 け診 療 して いる 。 この

健康互助会制度は,毎 月2000円 の会員 費 を支払 い互 助

会員 になれば,当 所での外来医療費 を3割 負担するだけ

で検査や治療が受け られ る制 度 であ る。1999年5月 ま

で に約7000名 の会員が登録 され,そ の ほ とん どが 開発

途上国 出身者で 占め られてい る。

そ うした診療の中で当所 にかかわ った結核 症例が一定

の数 に達 し,そ の検討 と追跡調査 を行 った ところ,超 過

滞在外国人の結核診療の問題点が浮かび上が って きたの

で,こ こに報告す る。

対象と方法

対象 は,1990年 か ら1998年 までの9年 間 に港 町診 療

所 にかか わった結核症例84名 で あ る。 その 内訳 は,結

核診断後 当所 に通院 した40名,排 菌 して い るため他 院

へ紹介 した44名 で ある。すべ ての例 は健康 保 険 に加 入

で きない超過滞在外 国人で ある。

対象症例 の年次推移 ・性 ・年齢.国 籍 ・地域 ・在 日期

間 ・発見動機 ・自覚症状.発 見 までの期 間 ・診断 までの

期 間 ・部位別診 断 ・菌 検査 ・X線 写 真病 型分類 ・転 帰

について検討 した。当所 か ら他 院へ紹介 した例 も しくは

他 院か ら当所へ紹介 された例 は,そ の医療機関の入院お

よび外来診療記録 をもとに追跡調査 を行 った。治療 中断

理 由については,中 断理 由が記載 されてい る診療記録 だ

けでな く,患 者 に も直接面談 し中断理 由の聞 き取 り調査

を行 い,併 せ て検討 した。治療不十分 なまま帰 国 した一

部 の症例 につ いて も,彼 らの母 国での追跡調査 を行 った。

結 果

a)対 象 症 例 の背 景(表1-a,b)

年次推移 では,1990年 には1名 のみ で あっ たが,92

年以降は徐 々に増加 し,年 平均11名 の割 合 で症例 がみ

られた。

男女比 は4:1で,20代 と30代 の合計が68名 と全体 の

81%を 占めていた。

国籍 では,フ ィリピン25名(30%),韓 国19名(23

%),パ キス タン11名(13%)の 順 に多 く,こ の3力 国

で55名 とな り全体 の66%を 占めていた。東 南 アジ ア,

南アジア,サ ハラ以南 の西 アフ リカか らの出身者が多い。

地域 では,神 奈川 県47名(57%),東 京都18名(22

%),埼 玉県13名(15%)と,こ の3地 域 で全体 の94

%を 占めていた。当所 は神奈川県 に位 置するに もかかわ

らず,東 京都 や埼 玉県か らの症例 が多 い。

在 日期間が判明 している58名 の うち12カ 月以 内 は14

名(25%),13カ 月以上24カ 月以内は15名(25%),25

カ月以上60カ 月以内 は22名(38%),61カ 月以上 長期

滞在 している症例は7名(12%)で あ った。25カ 月 以

上の長期滞在 者が50%を 占めていた。

発見動機では,有 症状 受診例は75名(89%),検 診発

見例は6名(7%),他 疾 患治療 中に偶 然発 見 された例

は3名(4%)で あった。

b)部 位別結核 と受診 までの期間(表2,3)

肺結核例は50名(60%),肺 外結核 合併肺 結核 例 は4

名(5%),肺 外結核例は30名(35%)で あ った。 肺外

結核例が多 く,そ の内訳は頸 部 リ ンパ節 結核 例 が13名

(15%),胸 膜 炎例が7名(8%),骨 ・関節 結核 例が6

名(7%),肺 門リンパ節結核 例が3名(4%),腸 結核
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例が1名(1%)で あった。肺外 結核例 は組織 検査 と菌

検査 に よって診断 された。

自覚 症 状 出 現 か ら 受 診 ま で の 期 間(Patient's

delay)に ついて,期 間が不 明な3名 を除 き81名 を検討

した。肺外結核合併肺結核 を含 む肺結核例 では受診 まで

の期 間は平均1.1カ 月であ り,53名 中14名(26%)に1

カ月以上の受診 の遅 れがみ られた。一方,肺 外結核例 で

は受診 までの期 間 は平 均3.6カ 月で あ り,28名 中10名

(36%)に1カ 月以上 の受診 の遅 れがみ られた。

c)部 位別結核 と診 断までの期 間(表3)

受 診 か ら診 断 ま で の期 間(Doctor'sdelay)に つ い

て み る と,76名(90%)は1/2カ 月 以 内 に診 断 が な さ

表1-a 対 象症例 の背景―1

れていた。受診 か ら診 断まで の平均 期 間は,肺 結核 が

0.3カ 月に対 して肺外結核 では0.8カ 月 で あ り,肺 外 結

核例 に診 断が遅 れている傾 向が みられた。特 に骨 ・関節

結核6名 中5名 に1カ 月以上 の診断 の遅 れが あ り,中 に

は11カ 月 も診 断が なされていなか った例 もあった。

d)喀 痰 および他検体 の結核菌検査成績(表4)

肺結核例54名 のうち喀痰 の塗抹陽性例 は28名,塗 抹

陰性 ・培養 陽性例 は8名,塗 抹 陰性 ・培養 陰性 例 は14

名 であった。肺外結核例30名 の うち検 体 の塗抹 陽性 例

は3名,塗 抹陰性 ・培養陽性例 は2名,塗 抹陰性 ・培養

陰性例 は9名 で あった。肺結核例の うちガフキー3号 以

上 の大量排菌者 は18名 であ った。

e)X線 写真病型分類(表5)

肺 結 核 例54名 の う ち,I型 が1名,II3型 が3名,II

2型 が17名,II1型 が6名,III3型 が4名,III2型 が10

名,III1型 が13名 で あ った 。 空 洞 例 や 進 行 例 が 半 数 以 上

にみ られ た 。

f)結 核治療歴と合併症

結核 治療歴 については,治 療 歴 な し51名,治 療 歴 あ

り11名,不 明22名 であった。

合併症 については,エ イズが4名(5%),糖 尿病 が4

名(5%),喘 息が1名(1%)で あった。エイズ合 併例

表1-b 対象症例の背景―2
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表2 部位別結核と受診までの期間

表3 部位別と診断までの期間

表4 喀痰および他検体の結核菌検査成績

表5 X線 写真病型分類
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4名 の うち2名 は肺 門 リンパ節結核 であった。

g)治 療成績(表6-a,b)

転帰 の定義 は次の ように した。終了例 は,入 院お よび

外来 にお いて治療 を6カ 月以上確実 に行 った。退院後 中

断例 は,1～4カ 月間の入院治療 を行 ったが,退 院後 外

来通院 しなか った。外来治療 中断例 は,あ る一定期間の

外来治療 を行 ったが,そ の後通院 しな くなった。未治療

例 は,診 断のみでその後不明 となった。帰国例は,診 断

後 も しくは治療 中に帰国の意思 を示 したので,母 国での

治療 を継続 して もらうため紹介状 を持たせ帰国 した。帰

国例は,母 国で治療 を継続 しているか どうかは不 明で,

中断例あるいは未治療例 に含 まれる可 能性 が高 いが,こ

れ を別途 として扱 った。

全数84名 の うち終 了例 は49名(59%),退 院後 中 断

表6-a 治療成績―1
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例6名(7%),外 来 中 断 例12名(14%),未 治 療 例6名

(7%),帰 国 例11名(13%)で あ った 。

年度.性 ・年齢 ・国籍 ・地域 ・部位.病 院の各項 目に

つい て治療成績 を検討 した。項 目内の各 グループの終了

例 の多 くは,比 率が50～60%台 で あ り,各 グル ープ 間

の有意差 は認 め られなかった。年度別で も有意差 を認 め

られ なか った が,1990～94年 で は終了 例が19名(48

%)に 対 して,1995～98年 で は30名(68%)と な り,

終 了 例 の 比 率 は 増 加 して い た 。

退院後中断 した6名 の うち4名 は国療 南横 浜病院の患

者であ り,病 院別での退院後中断の比率を高 くしていた。

外来 中断 した12名 の うち2名 は妊娠 によ る中断 であ

り,女 性 ・20歳代 ・フ ィリ ピン ・頸部 リ ンパ節 ・港 町

診療所の各項 目での外来 中断の比率 を高 くしていた。

表6-b 治療成績―2
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表7 治療中断理由

帰国 した11名 の うち2名 は エ イズ末期 で あ り,ア フ

リカ ・埼玉 ・肺門 リンパ節 ・その他公立病院の各項 目で

の帰国の比率 を高 くしていた。

h)治 療中断理由お よび帰国(表7)

患者側の治療中断理由 をあげてみる と,入 院 よりも外

来での治療希 望2名,妊 娠2名,エ イズ末期 のため帰 国

2名,失 職の可能性1名,他 県に移住1名,家 庭 内問題

1名 であった。

しか しなが ら,治 療 中断あるいは帰 国理 由は必ず しも

患者側 だけにあるのではな く,医 療機 関側 の言動 に も問

題 があった。す なわち,退 院後外来 での経過 を十分追 っ

ていない2名,医 療従事者 か ら入 国管理局(入 管)に 出

向 くようにいわれた1名,雇 用者 に医療従事者が病気 を

告 げたため,解 雇 され て しまい経済的 な理 由か ら中断 し

て しまった1名,医 療従事者側か ら帰国 を促 された1名

などであ る。 これ らは,医 療従事者の患者 に対す る配慮

が乏 しく,治 療の積極性がみ られ なか った。その結果,

患者 は帰国せ ざるを得 なか ったが,そ の後彼 らが母国で

治療 を継続 しているか どうか追跡調査 を行った。その具

体的な例 として,1998年 に当所 で経験 した フィ リピ ン

人男性の2症 例 をあげてみる。

1人 はある国立病院で4カ 月の入院治療後 退院 となっ

た。患者は,退 院後の生 活について主治医か ら福祉事務

所 に行 くように指示 されていた。 日本語が不 自由であ り,

滞在 資格 もな く,不 安 があったため彼 は福祉事務所 を訪

れなかった。長期入 院 していたので生活資金 や仕事 はな

く野宿 生活 を送 ってい た ところ をNGO(Non-Gov-

ernmenta1-Organization)の 職 員が 発見 し,職 員 と

共 に当所 を訪 れた。彼 は結核 につ いてほとんど理解 して

お らず,不 安定 な生活の ため もあ り,抗 結核薬の内服 を

中止 していた。

もう1人 の患者 はあ る公立病院で脊椎 カリエスの診断

をされ た。脊椎 カリエスの診断が され るまで多額の医療

費 を要 し,不 安 になった患者は帰国 を希望 した。主治医

か らもフィリピンでの治療 を勧 め られたが,結 核 予防法

の公費負担 の説明は されていなかった。帰 国の手続 きに

数週間 を要 し,そ の間脊髄圧 迫症状 が出現 したが,治 療

は開始 されていなかった。そこで彼 はフ ィリピン大使館

を介 して当所へ相 談に来た。

結核 治療 の経 済的な面や確実性 についてフィ リピ ンで

の医療事情 を考 える と,日 本 での治療が よ り適切 と判 断

し,日 本 での継続治療 を彼 らに説得 した。 しか し,彼 ら

の帰 国の意志 はす でに強 くなっていた。結局マ ニラで治

療 を必ず受 けて もらうべ く紹介状 を持たせ帰国 してもらっ

た。その一方で,マ ニ ラのNGOと 医療機関 にも連絡 を

取 り,帰 国後の経過観察 をお願い した。 ところが,帰 国

2カ 月後の フィリピンでNGO関 係者 と共 に筆者 が彼 ら

を追跡調査 した ところ,2人 とも指定 した病院 には訪 れ

てい なか った。

考 察

一般に外国人の受診行動を抑 制する因子 として(1)言葉

の問題,(2)経 済的な問題(高 額 な医療 費の請求,失 職 の

可能性),(3)病気を含む医療 に関する情報不足,(4)入 管 に対

する恐れ,な どがあげられる2)～4)。 した が って,患 者

側 は症状 が出て きて もよほ どのこ とがない限 り医療機 関

での受診 はな く,重 症化 してか ら医療機 関を訪 れること

が稀 ではない。一方,医 療機 関側 で も外 国人患者 との意

思疎通 が困難 であるこ とが少 な くな く,診 療 にも時 間を

要 し,医 療費 の未払 いなどもあ げられ,さ らには公務員

の入管への通報義務 もあ り,患 者側の受診行動 を抑制す

る因子 は,そ の まま医療機関側の診療行為 をも抑制 して

しまう。それ らが重 な り合い,受 診の遅れだけでな く,

診断の遅れ,さ らには医療機関の診療拒否や患者の治療

中断 をも招いて しまう。外国人の診療に際 して,医 療従

事者はその点 に十分注意 しなければな らない。

これ までの外国人の結核 の報告は,就 学生 お よび在留

資格 のある外国人,つ まり健康保 険に加入 している外 国

人が主な対 象 とな って いた5)～11)。 特 に外 来治療 の対

象 となったのは就学生 であ り,彼 らの 目的が 日本語習得
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や勉学であ り,健 康保険 に加入 している ことが多い。そ

のため先 にあげた受診行動や診療行為 を抑制する因子は

少 な く,し たが って治療終了率 も比較的 よい。一方,在

留資格が な く健康保険 に加入 してい ない超過滞在外国人

は,診 断す るまでの期 間や外来治療 中での 自己負担が大

き く,治 療終了率 は極め て低 く,治 療終了前 に帰国 して

しまう例が 目立つ6)7)11)。 当所の結核症例 は,ま さにこ

のような超過滞在外 国人 である。

外 国人の結核 の特徴 として,特 定 の都市 に集 中 してい

る,入 国後3～5年 以内の発病が多い,リ ンパ節結核 など

の肺外結核が多い,治 療脱落が多い,こ とが述べ られ てい

る12)。今 回の検討 で も同様 の傾 向 を示 し,東 京 を中心

とした首都 圏の症例 が多 く,入 国後2～5年 以内 に発病

し,肺 外 結核 が35%と 高い比率 を示 し,帰 国例 を含 む

治療脱落率が41%と 高い ことで も一致 していた。

入国か ら発病 までの期 間 につ い て見 る と,25カ 月 以

上の 日本滞在歴のあ る症例29名(50%)が 発病 してい

ることか ら,食 生活 ・労働環境 ・劣悪 な住居環境な どさ

まざまな環境の変化 によって結核が発病 した と考 えてい

い だろう。

結核発病後 に最 も問題 になるの は,(1)受 診 の遅 れ,

(2)診断 の遅 れ,(3)治 療 中断お よび帰国 であ り,そ の点

を中心 に述べ る。

(1)受 診 の遅 れにつ いて

肺結核例 の受診 の遅 れはそれほ ど多 くないが,肺 外結

核 の頸 部 リンパ節結核 や骨 ・関節結核 に受診 の遅 れが 目

立つ。肺結核 と比較 し,肺 外結核 では症状 の程度が軽 い

ためであろ う。

1カ 月以内に受診 した患 者 は81名 中57名(70%)で

あ り,1993年 度の全国統計の499名 中301名(60%)よ

りも高い比率である13)。 これは,当 所 が健康 互 助会 制

度 を設 け,多 くの超過滞在外国人がそれ に加入 し,彼 ら

にとって受診 しやすい医療機関だか らであろ う。 この こ

とは,「受診 しやすい医療機関」であ れば結 核 の早期 発

見 につ なが ることを示唆 してい る。

今 回の検討で は検診例 よ りも有症状受診例が多か った

が,検 診 によって発見 される例 も数多 くみられる5)8)10)。

早期発見 のためには,「受診 しやす い医療 機 関」 と同時

に 「受診 しやすい検診」体制作 りも不可欠である。現在,

首都 圏の 自治体 ・医療機 関 ・NGOが 協力 し,在 日外 国

人に対 して結核の無料検診 を積極的に推 し進めてい る14)。

しか し,そ うした早期発 見体 制作 りの努力 に もかかわ

らず,問 題は残る。それは,入 管の摘発 や取 り締 ま りで

あ る。「超過滞在」「資格 外就労」の故に,多 くの超過滞

在外国人 は入管 を恐れ,医 療機関 をなかなか訪れ ようと

しない2)4)。 こんな例があ った。 自治体 と協 力 し,在 日

外 国人 に対 して結核の無料検診 を行お うとした ところ,

「検診会場 で入管 の取 り締 ま りが ある」 とい う うわ さが

在 日外 国人の間で広 まった。それは単 なるうわさにす ぎ

なかったが,そ れだけ彼(女)ら は入管 を警戒 している

あか しであ り,結 核 の無料検診 を無駄 に終 わ らせ て しま

う可能性 もあった。別の例 をあ げてみ る。1993年 茨城

県での入管の特別一斉摘 発が行われ,そ れに よって医療

機関でのHIV抗 体検査 を受ける外 国人受診 者が 減 る現

象があ った15)。 この摘 発はHIV感 染 を潜在化 させ,感

染の機会 を助長 させてい ることを意味する。事はエイズ

にとどまらず結核 も同様であ る16)。 法 や取 り締 ま りを

厳 しくす ることによって感染 を防 ぎ切れるものではない。

法 よ りも予防や治療 を優先 しなければ,患 者本人は もち

ろんのこ と,患 者が住 む社会 にとって も不幸 な結果 を招

くこ とになる。1999年7月 入管 法 を強化 す るため 国会

で改正 されたが,こ の入管法改正 は結核対策 に対 して逆

効果 となる。現在,在 日外 国人 を支 援 してい るNGOを

中心 に入管 法 とそのシステムの改善 を行政や 国会 に働 き

かけている。

(2)診 断の遅れについて

1993年 度の全国統 計に よれば,1カ 月以内に診 断 され

た患者は499名 中371名(74%)で ある13)。 それに対 し

て 当所 で1カ 月以 内 に診 断 され た患 者 は84名 中79名

(94%)と,全 国平均 と比べその比率は高い。 診 断が 遅

れが ちになる肺外結核 について も,そ の多 くは1カ 月以

内 に診断がつ けられてい る。超過滞在外国人は結核 のハ

イリス クと して,当 所が絶 えず念頭 に置 き積 極的 に診断

を行 っているか らで ある。ただ し骨 ・関節結核 について

は,診 断の遅 れが 目立 ち,こ れ は反省 しなけれ ばならな

い点 である。

全 国平均 の肺外結核 の比率 は13%で あるが13),当 所

の肺外結核 の比率 は35%で ある 。欧 米 におい て もア ジ

ア系移住者 の肺外結核 の比率 は高 くなっ てい る17)。 さ

まざまな条件 に よって肺外結核 の比率 は変化す るだろう

が,医 療機 関で外 国人の肺外結核 が見逃 されている可能

性 もあ り,そ れが肺外 結核 の比率 の差 として表 れている

のか もしれない。医療従事 者の結核 の認 識 と経験 が乏 し

くなってい るため,肺 外 結核 に限 らず肺 結核 について も

一般の医療機関では診断の遅れがみ られる。今 後医療従

事者の結核 に対す る認識 を深め る必要があるだろ う。

(3)治 療 中断お よび帰国希望 について

今 回の検討で は治療終了率 が59%と 低 い 。治 療 中断

だけでな く,治 療 を開始 しようと して も帰国 して しまう

例 が少 なか らず み られ た。そ れは,超 過滞在外国人 は就

労 が 目的のため,入 院によって就労で きな くなることや,

治療 費を負担 しなければな らない不安か ら帰 国を希望す

る ことが多いか らである。 したが って,治 療 中断や帰国

を防 ぐために も,経 済 的負担 の軽減 と治療 中(後)の 就
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業保証 をす ることが不可欠 となる。結核予防法 による公

費負担で治療費 を補 うことは可能であ るが,就 業 を保証

す るまで には今の ところ至 っていない。治療中断する こ

とによって生 じる将来の健康 障害 と労働 能力の低 下,排

菌例は帰国時の機内感染の危険性,母 国での不 十分な医

療環境な どを患 者の家族や友人 も含 めて詳 しく説明すれ

ば,そ れが 日本での治療 を積極 的に受ける動機づ けにな

るであろ う。

多 くの患者 は結核 の接触感染,再 発,耐 性菌 の危 険性

をほ とん ど認識 してお らず,こ れ も治療 中断や帰 国の一

因 となっている。これは しか し,個 人の責任 に帰す るこ

とはで きない。母 国で彼 らが受 けて きた不十分 な医療制

度 や教育環境,ひ いてはその制度や環境 を作 り出 してい

る母 国の経済状態や政治体制 に深 くかか わってい るか ら

である。その国の社会 の"し くみ"が,結 核 を まん延 化

させ ているとい ってもいい だろう。筆者が フィリピン ・

韓 国.タ イ.パ キス タン ・ビルマで結核 を含む医療の実

態 を調べ てみた ところ,韓 国 とタイを除 きほとん どの国

で,経 済的余裕のない患者 を日本から紹介 し引き続 き結核

治療を受けさせるには不十分 な医療環境であった18)～20)。

その点 を踏 まえ,帰 国の意志 を示 した患 者にはで きる限

り日本での治療 を行 うべ く説得 を試みた方がいい。また,

同国人の友人やNGOの 職員 を介 して説得 してみる こと

も効果的である。それに もかかわ らず患者 が帰 国を強 く

希望 した場合 には,治 療 を継続 して もらうために も,母

国の医療機 関.行 政組織 ・NGOと の連携 も必 要 となっ

て くる。当所 では現在 その連絡網 を検討 中である。

先 のフ ィリピン人の例 に もあげたように,患 者 か ら伝

わって くる医療従事者 の言動 に少 なか らず 問題が み られ

た。医療従事者が実際 に入管 に通報 して しまったため,

患者が 強制送還 を恐 れ,そ の 日に自己退 院 して しまった

例 もあった。これらの例 はほんの一部 にす ぎず,潜 在的

に数多 くあることだろう。 こう した医療機関の対応 は,

患者 に恐怖感 を もたらす と同時 に,医 療機関 に対す る不

信感 を招 く。それ はまた,患 者の治療の機会 を奪 ってい

ることも意味 し,さ らには医療機関への不信感が他の同

胞へ と口コミで伝 えられ,他 の患者の受診抑制へ とつ な

が る。伝染性のあ る結核 を潜在化 させないため にも治療

を優 先 しなければ ならない。欧米では 「超過滞在」 とい

うだけで結核患者の強制送還は行われていない17)21)。

一方
,治 療が終了 した症例では,医 療 従事 者 と患 者の

信頼関係が良好に保たれていた22)。特 に ソーシャルワー

カー を含む医療従事 者が治療 開始時期 に きめ細 かい対応

を行 い,密 に連絡 を取 りなが ら積極 的に患者 に働 きかけ

ていた。患者 との信頼 関係 を築 き始 めてい くこ とが,結

核 治療 の第一歩 といっていい 。 当所 では1994年 まで治

療 中断例 ・未治療例 ・帰 国例 を多 く経験 し,治 療終 了例

は40名 中19名(48%)と,そ の率は極 めて低 か った。

その反省 に基 づいて,次 の ような工夫 を しなが ら治療終

了例 の増加 を図った。

(1)追跡調査患者個 人票の作成

(2)診療 と事務 部門双方 に結核担 当者 を配置

(3)母国語 で同胞 を交 え なが ら結核 の危険性 と治療 の説

明を徹底

(4)結核予 防法34条 の積極 的使用

(5)他の医療機 関やNGOと の緊密 な連携

な どである。その結果,1995年 以降 の治療 終 了例 は44

名 中30名(68%)と なった。当所 の試 み は,成 功 した

とい っていい だろう。

さ い ご に

はじめ に 「超過滞在外国人の医療問題」 と記 した。 こ

れ はしか し,「超過滞在外国人に対する 日本の医療 問題」

と置 き換えていい。 日本の保 健医療 制度お よび結核 予防

法の内容や経験 の蓄積 は,世 界に誇るべ きものを持 って

いる。 しか し,医 療従事 者がそれを うまく行使 しなけれ

ば,利 用価値 は失われて しまう。

開発 途上国か ら先進 諸国へ の労働者 の移動 は,食 い止

める ことので きない現代 史の必然 的な流 れであ り,そ れ

に伴 って結核 も引 き起 こ され る。石 川 は,2005年 には

外 国人結核患者 数の上 限は1200名,下 限 は850名 と予

測 している12)。 その現実 と予測 を踏 まえ た上 で,医 療

従事者 には,長 期 的な結核対策 のシステムの改善 と維持,

患者 の経済 的負担 の軽減,治 療 によって仕事の機会が奪

われることのない配慮が求め られる。他国の行政組織.

医療機関 ・NGOの 連絡網お よび情報交換 も必要 にな っ

て くることだろう。 また,受 診の機会 を奪い,感 染 を助

長 させ る,行 き過 ぎた入管法 とその システ ムの是正 も行

わなけれ ばならない。そ して何 よ りも大切 なのは,超 過

滞在外国人の結核患者 を診療 してい く上でか な りの手間

と時間がかか るか もしれ ないが,現 場の第一線の医療従

事者が一人一人の結核患者 に根気 よく服薬 を完了 させて

治療 してい くことであ る。 さもなければ,今 後増大する

であろ う超過滞在外 国人結核 患者に対 して,日 本の結核

対策は,開 発途上国並みの レベル とな り,失 敗 に終わる

であろ う。
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